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警報の発令等による生徒の安全確保について 

 

 万緑の候、皆様方におかれましてはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。また、平

素より本校教育に対しましてご理解ご協力をいただき、ありがとうございます。 

 さて、福山市に大雨、強風、洪水等に係る警報が発令された際、生徒の安全確保のため、次

のような対応を取ることとします。ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

 

１ 台風が接近し、風雨などの影響が出ている場合 

（１）午前６時の時点で警報が発令されていないとき 

 【通常通り登校】 

（２）午前６時の時点で警報が発令されているとき 

警報の種類や中学校区の状況等を小学校と連携したうえで対応を決定し、【通常通

り登校】【臨時休校】【自宅待機】のいずれかを「すぐーる」で、午前 7時までに連

絡します。 

 

２ 台風は接近していないが、大雨や強雨等の警報が発令されたとき 

気象情報や中学校区の状況等を小学校と連携のうえ、対応を決定します。 

対応については、次のとおりです。 

 （１）【通常通り登校】のときは、原則，学校から連絡はしません。 

 （２）【臨 時 休 校】のときは、「すぐーる」により、午前７時までに連絡します。 

 （３）【自 宅 待 機】のときも、「すぐーる」により、午前７時までに連絡します。 

 

＊ 対応が、【自宅待機】となった場合は、その後の状況に応じて、【〇〇時までに登

校】【臨時休校】などの指示を「すぐーる」により、午前１１時頃までに連絡しま

す。 

 

３ その他 

（１）登校後は、状況によって、早めの下校等を判断する場合もあります。その際は、

「すぐーる」で連絡します。 

（２）警報が発令されていなくても、自宅付近や通学路に危険がある場合は、保護者の

判断で登校を見合わせるなどして、生徒の安全確保をお願いします。またその場

合は、学校までご一報ください。 


